
事 務 連 絡 

令和２年７月１６日 

 

  特定健診等における 

  県医師会請求事務代行 

   利用医療機関   御中 

 

山 口 県 医 師 会      

 

後期高齢者の健康診査における質問票変更に伴う 

県医師会請求事務代行の提出方法等について 

 

 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 平素は本会の特定健診請求事務代行をご利用いただき、ありがとうございます。 

 さて、後期高齢者の健康診査における質問票の変更については、令和２年４月１０

日付山医発第７６号にてお知らせしております。 

 今年度の後期高齢者の健康診査は６月から始まっており、実施された医療機関より

郡市医師会を通じて「特定健診等結果・入力票」（以下、「入力票」）等のご提出をい

ただいておりますが、後期高齢者の健康診査における質問票の変更に伴う県医師会請

求事務代行の提出方法等について、下記のとおりといたしますので、ご承知おきいた

だくとともに、ご対応くださいますようお願い申し上げます。 

 なお、後期高齢者の健康診査以外の協会けんぽ等の集合契約 B や市町国保の特定

健診につきましては、これまでと変更はありませんので、申し添えます。 

記 

１ 後期高齢者の質問票は標準的な質問票（特定健診）と質問項目が異なるため、後

期高齢者の健康診査の場合は、入力票の質問票に関する部分は空白でご提出くださ

い。 

 

２ 後期高齢者の健康診査の場合は、入力票（県医師会提出用）の後ろに後期高齢者

の質問票のコピーをつけて、ホッチキス止めをして提出してください。 

 

３ 県医師会請求事務代行は、後期高齢者の質問票の項目も電子化して請求しますの

で、山口県後期高齢者医療広域連合へ質問票の提出は不要です。 

 

４ 郡市医師会へ入力票を提出する際には、後期高齢者の質問票の添付をご確認いた

だくために、後期高齢者の健康診査の方のみ、総括表の番号に○をつけてご提出く

ださい（別添参照）。 

 

山口県医師会事務局医療課 上田・大野 

TEL 083-922-2510 FAX 083-922-2527 

E-mail s-ono@yamaguchi.med.or.jp 



様式２－１（健診機関用） 

特定健診等結果・入力票 総括票 

 

令和 ２ 年 ７ 月 ２７ 日 

 

山口県医師会 御中 

 

 

健診機関名    ○○○○医院    

 

 

７ 月分 ４ 件 

 

No 受診者名 No 受診者名 

○1  △ □□□ 21  

2 × △△ 22  

3 □ ○○ 23  

○4  ○ ×× 24  

5  25  

6  26  

7  27  

8  28  

9  29  

10  30  

11  31  

12  32  

13  33  

14  34  

15  35  

16  36  

17  37  

18  38  

19  39  

20  40  

 

別 添 ※記入例 

「後期高齢者の健康診査」の場合、 

番号に○をつけて提出してください。 





ueda
タイプライターテキスト
3 9 3  5 1 1  1 1 

ueda
タイプライターテキスト
△　□□□

ueda
タイプライターテキスト
18    1　 12

ueda
タイプライターテキスト
2     7  10

ueda
楕円

ueda
楕円

ueda
楕円

ueda
楕円

ueda
楕円

ueda
楕円

ueda
楕円

ueda
楕円

ueda
楕円

ueda
楕円

ueda
楕円

ueda
楕円

ueda
楕円

ueda
楕円

ueda
楕円

ueda
楕円

ueda
タイプライターテキスト
○○○○医院

ueda
タイプライターテキスト
3512345678

ueda
タイプライターテキスト
201000*****

ueda
タイプライターテキスト
2    7    10



山 医 発 第 ７ ６ 号 

令和２年４月１０日 

 

   各 郡 市 医 師 会 長  様 

   各郡市医師会 

    特定健診・特定保健指導担当理事  様 

 

山口県医師会           

会長 河 村 康 明       

 

後期高齢者の健康診査における質問票の変更について 

 

 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 さて、後期高齢者医療広域連合が実施する健康診査におきましては、従来、特定健診に準じ

て「標準的な質問票」が使用されてきたところですが、この度、厚生労働省の「高齢者の保健

事業のあり方検討ワーキンググループ」において検討が行われ、新たに「後期高齢者の質問票」

が作成されました。 

 これを受けて、今後実施される後期高齢者の健康診査においては、受診者が持参する別添の

質問票により実施していただきますよう、よろしくお願い申し上げます。なお、協会けんぽ等

の集合契約 B や市町国保の特定健診ではこれまで通り、標準的な質問票を利用し実施してい

ただく必要があります。 

 質問票の変更に伴い、電子的な標準様式等の仕様が変更となるため、電子化して請求する際

のシステム改修等が必要となりますが、改修が未了などの個別の事情によりやむを得ず電子

データで提出できない場合は、質問票のみを紙媒体で広域連合へ提出し、そのほかのデータは

通常通りの請求を行うことも可能となっております。ただし、紙媒体での提出は今年度のみの

対応となりますので、ご注意願います（参考資料、参照）。 

 つきましては、本件についてご承知おきくださいますとともに、後期高齢者の健康診査実施

医療機関への周知について、ご高配のほどよろしくお願い申し上げます。 

記 

送付文書 

 別  添：後期高齢者の質問票（山口県後期高齢者医療広域連合作成） 

 参考資料：後期高齢者の健康診査における質問票変更に伴うシステム改修について（県医 

      師会作成） 

※参考 

(1)後期高齢者の健康診査は、4 月下旬に広域連合より対象者へ、受診券と質問票等の関係書

類が送付されます。 

(2)これまでの特定健診では、標準的な質問票の項目のうち、必須項目が入力されてない場合

はエラーとなりますが、国保連合会のシステム改修が行われ、後期高齢者の健康診査では

質問票の全項目が任意項目となり、入力がない場合でもエラーにならず請求可能です。 

(3)紙で提出された質問票は、広域連合が手作業でデータ入力を行う予定です。 

 

山口県医師会事務局医療課 上田・大野 

〒753-0814 山口市吉敷下東三丁目 1番 1号 

TEL 083-922-2510 FAX 083-922-2527 

E-mail s-ono@yamaguchi.med.or.jp  

写 



令和２年４月１０日 

山口県医師会作成 

後期高齢者の健康診査における質問票変更に伴うシステム改修について 

 各医療機関で後期高齢者の健康診査を請求する方法により、対応が異なりますので、下記を

ご参考にしてください。 

(1)県医師会の請求事務代行で請求している場合 

 本会の請求事務代行はシステム改修を行い、後期高齢者の健康診査は令和２年度実施分か

ら後期高齢者の質問票での請求に対応いたします。後期高齢者の健康診査のみ、後期高齢者

の質問票のコピーを「特定健診等結果・入力票」と一緒に郡市医師会等へ提出してください。

この時、入力票の質問票部分は空白で提出してください。 

 

(2)県医師会以外の電子化代行を利用されている場合 

 本会以外の電子化代行を利用されている場合は、ご利用の代行会社等へ質問票の変更につ

いてご連絡していただきますとともに、今後の対応について十分ご確認くださいますようお

願いいたします。 

 なお、今年度に限り、システム改修が終わるまでは後期高齢者の質問票を紙媒体で提出す

ることも可能となっております。提出方法は下記をご参照ください。 

 

(3)医療機関において独自に電子化するシステム等を作成されている場合 

 独自に電子化するシステム等を作成されている場合は、後期高齢者の質問票の変更へのご

対応をお願いいたします。 

 標準的な電子様式については、下記の厚生労働省ホームページをご確認ください。 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000165280.html 
（厚生労働省ホームページ「特定健診・特定保健指導について」の「１．関連資料」→「電子的
な標準様式」→「第三期（2018 年度（平成 30 年度）～2023 年度（平成 35 年度）実施分）」） 

 なお、今年度に限り、システム改修が終わるまでは後期高齢者の質問票を紙媒体で提出す

ることも可能となっております。提出方法は下記をご参照ください。 

 

(4)国立保健医療科学院が作成している「特定健診データファイルソフト」（請求データ電子化

のためのフリーソフト）を利用されている場合 

 現在、ソフトの改修中であり、公開時期が未定となっております。 

 ソフトが公開されるまで、後期高齢者の健康診査の請求は、従来のソフトを利用していた

だき、質問票部分はデータなしで請求してください。請求後、質問票を紙媒体で広域連合へ

提出してください。 

 

【後期高齢者の質問票の提出方法】 

 後期高齢者の質問票を紙媒体で提出する場合は、山口県後期高齢者医療広域連合が示す別

添様式に必要事項を記入し、受診された後期高齢者の質問票のコピーと一緒に実施月の翌月

10日までに下記まで郵送にてご提出ください。紙媒体での提出は令和２年度のみです。 

 なお、後期高齢者の質問票の原本は実施医療機関で保管してください。 

 提出先：〒753-0072 山口市大手町 9-11 山口県自治会館内 

     山口県後期高齢者医療広域連合事務局 業務課 保健事業推進係 行 

     TEL：083-921-7110 

参考資料 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000165280.html

